
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

地局に 、周波数間のハンドオフ中の圧縮伝送モードのためのスクランブリング
符号割り当て方法において、
現在使用中の直交可変拡散率符号の拡散率を半分にした直交可変拡散率符号が使用できる
か否かを判断する過程と、

前記 直交可変拡散率符号が使用で
きない場合、前記現在使用中の直交可変拡散率符号が偶数であるか奇数であるかを判断す
る過程と、
前記現在使用中の直交可変拡散率符号が偶数である場合 数代案スクランブリング符号
を

過程と、
から

ことを特徴とする方法。
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　基 おける

　前記現在使用中の直交可変拡散率符号の拡散率を半分にした直交可変拡散率符号が使用
できる場合、該現在使用中の直交可変拡散率符号の拡散率を半分にした直交可変拡散率符
号を選択する過程と、

現在使用中の直交可変拡散率符号の拡散率を半分にした

、偶
選択し、前記現在使用中の直交可変拡散率符号が奇数である場合、奇数代案スクランブ

リング符号を選択する
なり、

　前記偶数代案スクランブリング符号は、正常伝送モードのために用いられるスクランブ
リング符号を１回シフトさせたスクランブリング符号であり、前記奇数代案スクランブリ
ング符号は、正常伝送モードのために用いられるスクランブリング符号を２回シフトさせ
たスクランブリング符号である



【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】
末機に 、周波数間のハンドオフ中の圧縮伝送モードのためのスクランブリング

符号割り当て方法において、
スクランブリング符号割り当て

メッセージが か否かを判断する過程と、

前記スクランブリング符号割り当てメッセージが 場合、現在使用中の直交可
変拡散率符号が偶数であるか奇数であるかを判断する過程と、
前記現在使用中の直交可変拡散率符号が偶数である場合、偶数代案スクランブリング符号
を

過程と、
から

ことを特徴とする方法。
【請求項５】

【請求項６】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動通信システムにおけるマルチスクランブリング符号（ｓｃｒａｍｂｌｉｎ
ｇ  ｃｏｄｅ）の発生装置及び方法に関し、特に、一対の初期値を変更せずに使用して、
正常伝送モード（ｎｏｒｍａｌ  ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ  ｍｏｄｅ）の時のスクランブ
リング符号及び圧縮伝送モード（ｃｏｍｐｒｅｓｓｅｄ  ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ  ｍｏ
ｄｅ）の時のスクランブリング符号を同時に生成するスクランブリング符号発生装置及び
方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ここで、移動通信システムは、３ＧＰＰ（３ｒｄ  Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ  Ｐａｒｔｎｅｒ
ｓｈｉｐ  Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）標準案による次世代非同期移動通信システム（Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ  Ｍｏｂｉｌｅ  Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ  Ｓｙｓｔｅｍ：  以下、Ｕ
ＭＴＳと称する）である。
【０００３】
一般的に、  前記ＵＭＴＳは、周波数間のハンドオフ（ｈａｎｄｏｆｆ）を実行する。具
体的に、前記周波数間のハンドオフは、相違する周波数が割り当てられた端末機の間に発
生する。前記周波数間のハンドオフが発生するために、端末機は、同一の周波数が割り当
てられるハンドオフとは違って、現在通信中の基地局との通信を所定の時間中止する。前
記データ伝送が中止される期間を休止期間（ｉｄｌｅ  ｐｅｒｉｏｄ）と称する。前記端
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　前記現在使用中の直交可変拡散率符号は、基地局が端末機のための専用チャネルに割り
当てる直交可変拡散率符号であることを特徴とする請求項１記載の方法。

　前記偶数の直交可変拡散率符号は、直交可変拡散率符号ツリーの偶数番号の分岐上に存
在する直交可変拡散率符号であることを特徴とする請求項１記載の方法。

　端 おける

現在使用中のスクランブリング符号についての情報を含む
受信される

　前記スクランブリング符号割り当てメッセージが受信される場合、該スクランブリング
符号割り当てメッセージに従うスクランブリング符号を選択する過程と、

受信されない

選択し、前記現在使用中の直交可変拡散率符号が奇数である場合、奇数代案スクランブ
リング符号を選択する

なり、
　前記偶数代案スクランブリング符号は、正常伝送モードのために用いられるスクランブ
リング符号を１回シフトさせたスクランブリング符号であり、前記奇数代案スクランブリ
ング符号は、正常伝送モードのために用いられるスクランブリング符号を２回シフトさせ
たスクランブリング符号である

　前記現在使用中の直交可変拡散率符号は、基地局が端末機のための専用チャネルに割り
当てる直交可変拡散率符号であることを特徴とする請求項４記載の方法。

　前記偶数の直交可変拡散率符号は、直交可変拡散率符号ツリーの偶数番号の分岐上に存
在する直交可変拡散率符号であることを特徴とする請求項４記載の方法。



末機は、前記休止期間の間に、前記通信中の基地局とは相違する周波数を使用する目標基
地局の周波数を検出する。前記周波数を検出した後、前記端末機は、前記周波数において
制御チャネルを検出する。前記端末機が前記目標基地局の周波数及び制御チャネルを検出
すると、前記使用中であった周波数帯域で前記通信中であった基地局との通信を再開し、
前記検出された周波数及び制御チャネル情報を基にする新しい周波数帯域で目標基地局と
の通信を開始することによって、前記ハンドオフを完了する。
【０００４】
前記３ＧＰＰ標準案によって、前記休止期間は１０ｍｓフレーム内で生成される。データ
伝送は、休止期間の間には中止され、次の１０ｍｓフレームの間に再開される。前記のよ
うな伝送形態を圧縮伝送モードと称する。
【０００５】
一般的に、圧縮伝送モードでは、正常モードより少量のデータを伝送することによって、
１フレームの間に休止期間を生成することができる。１フレーム内に休止期間を生成する
方法は２つがある。第１方法は、穿孔（Ｐｕｎｃｔｕｒｉｎｇ）を通して低減された伝送
率（ｃｏｄｅ  ｒａｔｅ）によって１０ｍｓフレームのデータを伝送する方法である。第
２方法は、拡散符号の拡散率（Ｓｐｒｅａｄｉｎｇ  Ｆａｃｔｏｒ：  以下、ＳＦと称する
）を半分にして、１フレームに伝送するデータを半分のフレームに対して伝送し、フレー
ムの残りの半分を休止期間として指定する方法である。
【０００６】
前記３ＧＰＰ標準案において使用するフレームの長さは１０ｍｓである。前記フレームデ
ータがＳＦを半分にした拡散符号によって拡散されると、前記データは５ｍｓの間に伝送
される。従って、５ｍｓの休止期間が発生する。前記端末機は、前記休止期間の間、通信
中の基地局との通信を中止し、使用中であった周波数以外の周波数を検出する。必要なら
ば、伝送率整合（ｒａｔｅ  ｍａｔｃｈｉｎｇ）を使用して、前記休止期間を１フレーム
の長さの５０％以下にすることができる。
【０００７】
前記ＳＦを半分にして休止期間を生成する方法は、圧縮モードで伝送される下向チャネル
と他の下向チャネルとの間の直交性が保障されないので、チャネル間に衝突が発生する可
能性があるという問題点がある。前記のような問題点は、３ＧＰＰ標準案においてチャネ
ルを区別するために使用する直交可変拡散率（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ  Ｖａｒｉａｂｌｅ  
Ｓｐｒｅａｄｉｎｇ  Ｆａｃｔｏｒ：  以下、ＯＶＳＦと称する）符号の特性から発生する
。
【０００８】
ＯＶＳＦ符号は、下向チャネルを区別し、データ伝送率及びＳＦの相違する下向チャネル
間の直交性を保障する。図１は、ＯＶＳＦ符号の生成方法を示す。図１のように、ＯＶＳ
Ｆ符号は、ウォルシュ符号の一種で、前記ＳＦの増加によって生成される。図１で、同一
のＳＦの符号１１１と１１３は相互直交であり、符号１２１、１２３、１２５、及び１２
７も相互直交である。相違するＳＦの符号１１１と１２５、１１１と１２７、１１３と１
２１、及び１１３と１２３も相互直交である。従って、前記ＯＶＳＦ符号は、ＳＦが同一
であるか相違するかに関係なく、直交性が保障される。一方、符号１１１と１２１、１１
１と１２３、１１３と１２５、及び１１３と１２７は相互直交でない。つまり、ＳＦの増
加によって生成されるＯＶＳＦ符号は、前記ＯＶＳＦ符号が生成された元のＯＶＳＦ符号
と相互直交でない。
【０００９】
前記のようなＯＶＳＦ符号の特性によって、圧縮伝送モードで特定ＳＦを半分にして１フ
レーム内に休止期間を生成する場合は、圧縮モードで伝送される下向チャネルと他の下向
チャネルとの間の直交性が保障されないので、下向チャネル間に衝突が発生する可能性が
ある。図１を参照すると、端末機Ａ及びＢに符号１２１及び１２３がそれぞれ割り当てら
れる場合、基地局は圧縮モードで同一の符号１１１を使用して下向チャネルを伝送するの
で、下向チャネル間に衝突が発生する。従って、前記のような休止期間の生成方法は、正
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常伝送モードで使用されるＳＦより半分のＳＦの新しいＯＶＳＦ符号と既存のＯＶＳＦ符
号との衝突が発生しない時のみに具現できる。
【００１０】
既存のＯＶＳＦ符号よりＳＦを半分にしたＯＶＳＦ符号は、前記基地局において相違する
スクランブリング符号でスクランブリングすることによって、チャネルの衝突が発生しな
いように使用されることができる。一般的に、３ＧＰＰ標準案では、基地局において使用
できるスクランブリング符号に０から２６２，１４３までの番号をつける。基地局を識別
するために、１６×ｋ（ｋ＝０，  …，５１１）番目の符号を１次スクランブリング符号
として指定し、（１６×ｋ）＋ｊ符号（ｋ＝０，  …，５１１及びｊ＝１，  …，１５）を
２次スクランブリング符号として指定する。１５個の２次スクランブリング符号を１次ス
クランブリング符号ごとに指定する。正常伝送モードのために総８１９２個のスクランブ
リング符号が使用できる。さらに、圧縮伝送モードで使用できる偶数代案スクランブリン
グ符号（ｅｖｅｎ  ｎｕｍｂｅｒｅｄ  ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ  ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ  ｃ
ｏｄｅ）８１９２個及び奇数代案スクランブリング符号（ｏｄｄ  ｎｕｍｂｅｒｅｄ  ａｌ
ｔｅｒｎａｔｉｖｅ  ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ  ｃｏｄｅ）８１９２個が存在する。正常伝送
モードで使用されるスクランブリング符号の番号に８１９２を加えたスクランブリング符
号を偶数代案スクランブリング符号として割り当て、正常伝送モードで使用されるスクラ
ンブリング符号の番号に１６３８４を加えたスクランブリング符号を奇数代案スクランブ
リング符号として割り当てる。
【００１１】
３ＧＰＰ標準案に基づいて動作する基地局は、チャネルを通して伝送する前に、１次識別
のためにＯＶＳＦ符号で前記チャネルを拡散し、２次識別のためにスクランブリング符号
で前記チャネルをスクランブルする。前記基地局は、前記スクランブリング過程において
、１次スクランブリング符号または２次スクランブリング符号を使用する。前記２次スク
ランブリング符号は、１次スクランブリング符号とともに使用されるＯＶＳＦ符号の不足
によって、端末機へ割り当てる下向チャネルが基地局に存在しない場合に使用される。つ
まり、同一のＯＶＳＦ符号で拡散されるが、それぞれ１次及び２次スクランブリング符号
でスクランブルされるので、チャネル間の衝突は発生しない。
【００１２】
前記２次スクランブリング符号を使用して基地局の容量を増大させる方法を、ＳＦを半分
にして休止期間を生成する従来の方法に適用することによって、衝突の発生しないチャネ
ルを生成することができ、前記発生されたチャネルは既存チャネルと干渉が発生せず、所
望する休止期間を得ることができる。
【００１３】
圧縮伝送モードにおいて、正常伝送モードで使用するスクランブリング符号とは相違する
スクランブリング符号を使用する場合、端末機は、前記正常伝送モードのスクランブリン
グ符号と対になる圧縮伝送モードのためのスクランブリング符号を選択すべきである。
【００１４】
従来技術において、圧縮伝送モードで使用される一対のスクランブリング符号は、正常伝
送モードで使用される１つのスクランブリング符号に割り当てられる。各基地局は、正常
モードで使用される１６個のスクランブリング符号と、圧縮モードで使用される３２個の
スクランブリング符号と、を有する。前記３２個のスクランブリング符号は、１６個の偶
数代案スクランブリング符号と、１６個の奇数代案スクランブリング符号と、に分けられ
る。正常モードにおいて、前記基地局は、端末機との通信中に圧縮モードの伝送を開始す
るために、所定の規則によって、偶数または奇数代案スクランブリング符号のいずれか１
つを選択する。
【００１５】
前記偶数または奇数代案スクランブリング符号のいずれか１つを選択することは、正常モ
ードで使用されるＯＶＳＦ符号が偶数のＯＶＳＦ符号であるか奇数のＯＶＳＦ符号である
かに依存する。前記ＯＶＳＦ符号が偶数であると、前記基地局は、正常モードで使用され
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る１次または２次スクランブリング符号に対応される偶数代案スクランブリング符号を選
択し、前記ＯＶＳＦ符号が奇数であると、正常モードで使用される１次または２次スクラ
ンブリング符号に対応される奇数代案スクランブリング符号を選択する。図１において、
符号１２３及び１２７は偶数のＯＶＳＦ符号であり、符号１２１及び１２５は奇数のＯＶ
ＳＦ符号である。
【００１６】
前記圧縮伝送モードで使用される変更されたスクランブリング符号でチャネルをスクラン
ブリングする場合、前記基地局は、ＯＶＳＦ符号生成ツリーにおいて、正常伝送モードで
現在使用中のＯＶＳＦ符号よりＳＦを半分にした上位ＯＶＳＦ符号が使用できるか否かを
調査する。使用できる場合、前記基地局は、圧縮モード伝送のために上位ＯＶＳＦ符号を
割り当てる。
【００１７】
一方、使用できない場合、前記基地局は、前記現在使用中のＯＶＳＦ符号が偶数のＯＶＳ
Ｆ符号であるか奇数のＯＶＳＦ符号であるかを判断する。それから、前記基地局は、前記
判断されたＯＶＳＦ符号に対応するスクランブリング符号を端末機に知らせる。前記基地
局は、チャネル区分のために、現在前記正常モードで使用されるのＯＶＳＦ符号のＳＦを
低減し、前記圧縮モードにおいて前記知られたスクランブリング符号でスクランブリング
されたフレームを前記端末機に伝送する。
【００１８】
前記基地局は、正常モードから圧縮モードに転換する時、図２のような方式でスクランブ
リング符号を割り当てる。
【００１９】
図２の参照符号２０１は、基地局＃１に割り当てられるスクランブリング符号＃０（つま
り、１次スクランブリング符号＃１）を示す。
【００２０】
図２を参照すると、各基地局は、１つの１次スクランブリング符号及び基地局の容量を拡
張するための１５個の２次スクランブリング符号を有する。例えば、基地局＃１は、参照
番号２０４（スクランブリング符号＃１）乃至２０５（スクランブリング符号＃１５）の
１５個の次スクランブリング符号を有する。
【００２１】
スクランブリング符号２０２は、１次スクランブリング符号として基地局＃２に割り当て
られる。前記のように、各基地局には、１６個の連続したスクランブリング符号が割り当
てられる。１６×ｉ（ｉ＝０，  …，５１１）番のスクランブリング符号は１次スクラン
ブリング符号であり、（１６×ｉ）＋ｋ（ｉ＝０，  …，５１１及びｋ＝０，  …，１５）
番のスクランブリング符号は２次スクランブリング符号である。１次スクランブリング符
号２０３（つまり、スクランブリング符号＃８１７５と１次スクランブリング符号＃５１
２）は、基地局＃５１２に割り当てられる。
【００２２】
圧縮伝送モードで使用できるスクランブリング符号の集合は、＃８１９２から＃１６３８
３までの８１９２個のスクランブリング符号と、＃１６３８４から＃２４５７６までの８
１９２個のスクランブリング符号と、を含む。前記スクランブリング符号の集合は、参照
符号２１０（＃８１９２乃至＃１６３８３）と参照符号２２０（＃１６３８４乃至＃２４
５７６）に区分される。参照番号２１０は、偶数代案スクランブリング符号（スクランブ
リング符号＃８１９２乃至＃１６３８３）を示し、参照番号２２０は、奇数代案スクラン
ブリング符号（スクランブリング符号＃１６３８４乃至＃２４５７５）を示す。正常モー
ドで下向伝送チャネルのために使用されるＯＶＳＦ符号が偶数である場合、偶数代案スク
ランブリング符号は圧縮モードの伝送のために選択され、前記ＯＶＳＦ符号が奇数である
場合、奇数代案スクランブリング符号は圧縮モードの伝送のために選択される。
【００２３】
偶数代案スクランブリング符号２１１は、８１９２番であり、スクランブリング符号２０

10

20

30

40

50

(5) JP 3553548 B2 2004.8.11



１に対応される。偶数代案スクランブリング符号２１２は、８１９３番であり、スクラン
ブリング符号２０４に対応される。偶数代案スクランブリング符号２１３は、８２０７番
であり、スクランブリング符号２０５に対応される。２１１乃至２１３の１６個の偶数代
案スクランブリング符号は、基地局＃１に割り当てられる。
【００２４】
集合２１０の偶数代案スクランブリング符号の番号は、８１９２＋ｊ（正常伝送モードで
使用されるスクランブリング符号の番号ｊ＝０，  …，８１９１）である。例えば、ｊ＝
１である時、対応される偶数代案スクランブリング符号の番号は８１９３（＝１（ｊ）＋
８１９２）である。つまり、ｊ番目のスクランブリング符号（＃０乃至＃８１９１）は、
ｊ＋８１９２番目の偶数代案スクランブリング符号と１対１に対応されることを意味する
。
【００２５】
奇数代案スクランブリング符号２２１は、１６３８４番であり、スクランブリング符号２
０１に対応される。奇数代案スクランブリング符号２２２は、１６３８５番であり、スク
ランブリング符号２０４に対応される。奇数代案スクランブリング符号２２３は、１６３
９９番であり、スクランブリング符号２０５に対応される。２１１乃至２１３の１６個の
奇数代案スクランブリング符号は、基地局＃１に割り当てられる。集合２２０の奇数代案
スクランブリング符号は、１６３８４＋ｊ（正常伝送モードで使用されるスクランブリン
グ符号の番号ｊ＝０，  …，８１９１）で、ｊ番目のスクランブリング符号（＃０乃至＃
８１９１）は、ｊ＋８１９２番目の奇数代案スクランブリング符号と１対１に対応される
。
【００２６】
前記のように、＃０乃至８１９１の８１９２個のスクランブリング符号は、正常モード伝
送のために割り当てられる。圧縮モード伝送のために、＃８１９２乃至＃１６３８３の連
続される８１９２個のスクランブリング符号を偶数代案スクランブリング符号として割り
当て、＃１６３８４乃至＃２４５７５の連続される８１９２個のスクランブリング符号を
奇数代案スクランブリング符号として割り当てる。
【００２７】
従来のスクランブリング符号の割り当て方法には、スクランブリング符号発生器のハード
ウェア的な複雑性が増加するという短所がある。前記スクランブリング符号発生器は、圧
縮伝送モードになる度に、初期値を変更して圧縮モードスクランブリング符号を生成する
。あるいは、正常伝送モードのスクランブリング符号、圧縮伝送モードの偶数代案スクラ
ンブリング符号、及び圧縮伝送モードの奇数代案スクランブリング符号を生成するための
それぞれのスクランブリング符号を備えるべきである。
【００２８】
例えば、図２のようなスクランブリング符号に番号を付ける従来方法を採用する場合、基
地局は、前記基地局の領域内の端末機が圧縮伝送モードで伝送できるようにするために、
正常モードのためのスクランブリング符号発生器の以外に、圧縮モードのためのスクラン
ブリング符号発生器を備えなければならない。前記圧縮モードのスクランブリング符号発
生器は、偶数代案スクランブリング符号発生器及び奇数代案スクランブリング符号発生器
を含む。つまり、前記基地局は、正常伝送モード及び圧縮伝送モードを支援するために、
少なくとも３つのスクランブリング符号発生器を備えなければならない。
【００２９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、基地局及び端末機のスクランブリング符号発生器において、初期値を変
更せず、正常伝送モードで使用されるスクランブリング符号及び圧縮伝送モードで使用さ
れるスクランブリング符号を同時に生成することのできるスクランブリング符号割り当て
装置を提供することにある。
【００３０】
本発明の他の目的は、移動通信システムにおいて、初期値を変更せず、正常伝送モードで
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使用されるスクランブリング符号及び圧縮伝送モードで使用されるスクランブリング符号
を同時に生成することのできる方法を提供することにある。
【００３１】
【課題を解決するための手段】
前記のような目的を達成するために、本発明は、非同期移動通信システムにおけるマルチ
スクランブリング符号の発生装置及び方法を提供する。本発明の１側面によると、複数の
ＯＶＳＦ符号のいずれか１つを使用して入力データシーケンスを拡散する拡散器と、デフ
ォールト（ｄｅｆａｕｌｔ）として使用される１次スクランブリング符号または通信中の
端末機の個数による複数の２次スクランブリング符号のいずれか１つを使用して前記拡散
されたデータシーケンスをスクランブリングするスクランブラ（ｓｃｒａｍｂｌｅｒ）と
、を備える基地局装置において、現在使用中のスクランブリング符号及び圧縮伝送モード
で使用される圧縮モードスクランブリング符号を発生するスクランブリング符号発生装置
は、所定の第１初期ビットからｍシーケンスを発生する第１線形フィードバックシフトレ
ジスタ（ｌｉｎｅａｒ  ｆｅｅｄｂａｃｋ  ｒｅｇｉｓｔｅｒ）と、所定の第２初期ビット
から他のｍシーケンスを発生する第２線形フィードバックシフトレジスタと、前記第１フ
ィードバックシフトレジスタの出力と第２線形フィードバックシフトレジスタの出力を加
算することによって、前記現在使用中のスクランブリング符号を発生する第１加算器と、
前記第２線形フィードバックシフトレジスタの出力と前記第１線形フィードバックシフト
レジスタの出力から１ビット遅延されたｍシーケンスを加算する第２加算器と、前記第２
線形フィードバックシフトレジスタの出力と前記第１線形フィードバックシフトレジスタ
の出力から２ビット遅延されたｍシーケンスを加算する第３加算器と、を備える。ここで
、前記圧縮モードスクランブリング符号は、前記第２及び第３加算器の出力のいずれか１
つであり、前記拡散されたデータシーケンスをスクランブリングするために前記スクラン
ブラに提供される。
【００３２】
本発明の他側面によると、デフォールトとして使用される１次スクランブリング符号また
は通信中の端末機の個数による複数の２次スクランブリング符号を使用して入力データシ
ーケンスをデスクランブリングするデスクランブラ（ｄｅｓｃｒａｍｂｌｅｒ）と、複数
のＯＶＳＦ符号のいずれか１つを使用して前記デスクランブリングされたデータシーケン
スを逆拡散する逆拡散器と、を備える端末機装置において、現在使用中のスクランブリン
グ符号及び圧縮伝送モードで使用される圧縮モードスクランブリング符号を発生するスク
ランブリング符号発生装置は、所定の第１初期ビットからｍシーケンスを発生する第１線
形フィードバックシフトレジスタと、所定の第２初期ビットから他のｍシーケンスを発生
する第２線形フィードバックシフトレジスタと、前記第１フィードバックシフトレジスタ
の出力と第２線形フィードバックシフトレジスタの出力を加算することによって、前記現
在使用中のスクランブリング符号を発生する第１加算器と、前記第２線形フィードバック
シフトレジスタの出力と前記第１線形フィードバックシフトレジスタの出力から１ビット
遅延されたｍシーケンスを加算する第２加算器と、前記第２線形フィードバックシフトレ
ジスタの出力と前記第１線形フィードバックシフトレジスタの出力から２ビット遅延され
たｍシーケンスを加算する第３加算器と、を備える。ここで、前記圧縮モードスクランブ
リング符号は、前記第２及び第３加算器の出力のいずれか１つであり、前記入力データシ
ーケンスをデスクランブリングするために前記デスクランブラに提供される。
【００３３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による好適な一実施形態を添付図面を参照しつつ詳細に説明する。下記説明
において、本発明の要旨を明確にするために関連した公知機能または構成に対する具体的
な説明は省略する。
【００３４】
本発明は、正常伝送モードで使用される１次または２次スクランブリング符号と、前記正
常モードスクランブリング符号に対応される圧縮伝送モードで使用される偶数及び奇数代
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案スクランブリング符号と、に連続される番号を付け、スクランブリング符号発生器で使
用される初期値を変更せずに、前記スクランブリング符号を同時に生成する装置及び方法
を提供する。
【００３５】
図３は、本発明の実施形態による基地局で使用するスクランブリング符号の配置図である
。図３において、参照番号３５０は、前記スクランブリング符号のインデックスである。
本発明において、４８個の連続されるスクランブリング符号が各基地局に割り当てられる
。参照符号３１１は、スクランブリング符号＃０を示し、１次スクランブリング符号＃１
は基地局＃１に割り当てられる。参照番号３１２は、スクランブリング符号＃１を示し、
前記スクランブリング符号＃０に対応される圧縮伝送モードの偶数代案スクランブリング
符号である。参照番号３１３は、スクランブリング符号＃２を示し、前記スクランブリン
グ符号＃０に対応される圧縮伝送モードの奇数代案スクランブリング符号である。参照番
号３１４は、スクランブリング符号＃３を示し、２次スクランブリング符号＃１は基地局
＃１に割り当てられる。参照番号３１５は、スクランブリング符号＃４を示し、前記スク
ランブリング符号＃３に対応される圧縮伝送モードの偶数代案スクランブリング符号であ
る。参照符号３１６は、スクランブリング符号＃５を示し、スクランブリング符号＃３に
対応される圧縮伝送モードの奇数代案スクランブリング符号である。参照番号３１７は、
スクランブリング符号＃４５を示し、２次スクランブリング符号＃１５は基地局＃１に割
り当てられる。参照番号３１８は、スクランブリング符号＃４６を示し、スクランブリン
グ符号＃４５に対応される圧縮伝送モードの偶数代案スクランブリング符号である。参照
番号３１９は、スクランブリング符号＃４７を示し、スクランブリング符号＃４５に対応
される圧縮伝送モードの奇数代案スクランブリング符号である。
【００３６】
前記のように、本発明によって、各基地局は４８個の連続されるスクランブリング符号を
使用する。前記スクランブリング符号は、正常伝送モードのスクランブリング符号、圧縮
伝送モードの偶数代案スクランブリング符号、及び圧縮伝送モードの奇数代案スクランブ
リング符号の順に配置される。前記のようなスクランブリング符号の配置によって、スク
ランブリング符号を生成する時、初期値を変更する必要がなくなる。偶数代案スクランブ
リング符号及び奇数代案スクランブリング符号は、正常伝送モードで使用されるスクラン
ブリング符号をそれぞれ１回及び２回シフトすることによって生成される。従って、正常
伝送モードのスクランブリング符号を生成する符号器において、１タップの前で符号を出
力して偶数代案スクランブリング符号を生成し、２タップの前で符号を出力して奇数代案
スクランブリング符号を生成する。
【００３７】
図３において、参照番号３２１乃至３２９は、基地局＃２で使用するスクランブリング符
号である。参照番号３２１は、スクランブリング符号＃４８を示し、基地局＃２で使用す
る１次スクランブリング符号である。参照番号３２２は、スクランブリング符号＃４９を
示し、スクランブリング符号＃４８に対応される偶数代案スクランブリング符号である。
参照番号３２３は、スクランブリング符号＃５０を示し、スクランブリング符号＃４８に
対応される奇数代案スクランブリング符号である。参照番号３２４は、スクランブリング
符号＃５１を示し、基地局＃２で使用する２次スクランブリング符号＃１である。参照番
号３２５は、スクランブリング符号＃５２を示し、スクランブリング符号＃５１に対応さ
れる偶数代案スクランブリング符号である。参照番号３２６は、スクランブリング符号＃
５３を示し、スクランブリング符号＃５１に対応される奇数代案スクランブリング符号で
ある。参照番号３２７は、スクランブリング符号＃９３を示し、基地局＃２で使用する２
次スクランブリング符号＃１５である。参照番号３２８は、スクランブリング符号＃９４
を示し、スクランブリング符号＃９３に対応される偶数代案スクランブリング符号である
。参照番号３２９は、スクランブリング符号＃９５を示し、スクランブリング符号＃９３
に対応される奇数代案スクランブリング符号である。
【００３８】
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同様に、参照番号３３１乃至３３９は、基地局＃５１２で使用するスクランブリング符号
である。参照番号３３１は、スクランブリング符号＃２４５２８を示し、基地局＃５１２
で使用する１次スクランブリング符号である。参照番号３３２は、スクランブリング符号
＃２４５２９を示し、スクランブリング符号＃２４５２８に対応される偶数代案スクラン
ブリング符号である。参照番号３３３は、スクランブリング符号＃２４５３０を示し、ス
クランブリング符号＃２４５２８に対応される奇数代案スクランブリング符号である。参
照番号３３４は、スクランブリング符号＃２４５３１を示し、基地局＃５１２で使用する
２次スクランブリング符号＃１である。参照番号３３５は、スクランブリング符号＃２４
５３２を示し、スクランブリング符号＃２４５３１に対応される偶数代案スクランブリン
グ符号である。参照番号３３６は、スクランブリング符号＃２４５３３を示し、スクラン
ブリング符号＃２４５３１に対応される奇数代案スクランブリング符号である。参照番号
３３７は、スクランブリング符号＃２４５７３を示し、基地局＃５１２で使用する２次ス
クランブリング符号＃１５である。  参照番号３３８は、スクランブリング符号＃２４５
７４を示し、スクランブリング符号＃２４５７３に対応される偶数代案スクランブリング
符号である。参照番号３３９は、スクランブリング符号＃２４５７５を示し、スクランブ
リング符号＃２４５７３に対応される奇数代案スクランブリング符号である。
【００３９】
図４は、本発明の実施形態によって、基地局におけるスクランブリング符号発生器を使用
する送信装置のブロック図である。  前記送信装置は、１つの端末機に対する下向チャネ
ルのみで具現されるように設計される。図４を参照すると、制御器４２０は、本発明によ
る送信装置の全般的な動作を制御する。前記制御器４２０は、基地局制御器（ＢＳＣ）ま
たは移動交換局（ＭＳＣ）から前記端末機に関する情報を受信し、前記端末機の伝送モー
ドに基づいた伝送モード制御信号４１５及びスクランブリング符号インデックスを含む伝
送モード制御情報を出力する。拡散器４０１は、前記制御器４２０から受信される伝送モ
ード制御信号４１５によってＯＶＳＦ符号のＳＦを決定し、前記決定されたＳＦのＯＶＳ
Ｆ符号でデータを拡散する。前記伝送モード制御信号４１５が圧縮伝送モード信号である
場合、前記拡散器４０１は、現在使用中のＯＶＳＦ符号よりＳＦを半分にしたＯＶＳＦ符
号で前記データを拡散する。
【００４０】
一般的に、前記拡散器４０１は、下向チャネルに適したＯＶＳＦ符号を生成し、前記ＯＶ
ＳＦ符号で前記下向チャネルを拡散させるが、下記の説明では、本発明に対する理解を容
易にするために、前記拡散器４０１の拡散動作に限定して説明する。
【００４１】
前記半分のＳＦのＯＶＳＦ符号は、ＯＶＳＦ符号生成ツリーにおいて、正常伝送モードで
使用される前記現在使用中のＯＶＳＦ符号の根（ｒｏｏｔ）に相当する。乗算器４１７は
、前記拡散されたデータと基地局で使用するスクランブリング符号をかける。前記乗算器
４１７及びスクランブリング符号発生器４１１は、前記伝送データをスクランブリング符
号でスクランブリングするスクランブラとして動作する。
【００４２】
前記制御器４２０の制御情報は、前記基地局における下向チャネルに割り当てられるスク
ランブリング符号のタイプ（１次／２次／偶数／奇数）、個数（スクランブリング符号個
数）、及び伝送モード（正常モード／圧縮モード）などを含む。前記基地局＃１に対して
、下向チャネルの伝送モードによるスクランブリング符号のタイプ及び個数は、＜表１＞
のようである。
【表１】
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【００４３】
＜表１＞のように、基地局で使用されるスクランブリング符号の個数及びタイプは、伝送
モードによって変化する。＜表１＞のａは、基地局の容量拡張のために必要になる２次ス
クランブリング符号の個数であり、ａの範囲は１から１５である。
【００４４】
図４の制御器４２０は、現在伝送中の下向チャネルのために使用されるスクランブリング
符号の個数及びタイプを調査し、必要なだけのスクランブリング符号を生成するために、
伝送モード制御信号４１５及びスクランブリング符号インデックス信号４１３をスクラン
ブリング符号発生器４１１に伝送する。前記制御器４２０は、正常伝送モード及び圧縮伝
送モードの下向チャネルに適したＯＶＳＦ符号を生成するために前記拡散器４０１を制御
する。
【００４５】
前記スクランブリング符号発生器４１１は、前記スクランブリング符号インデックス４１
３及び伝送モード制御信号４１５を受信すると、前記スクランブリング符号インデックス
４１３を初期値として使用して、正常モードの伝送に使用されるスクランブリング符号を
発生する。前記スクランブリング符号発生器の出力は、１個の１次スクランブリング符号
、１個乃至１５個の２次スクランブリング符号、１個乃至１５個の偶数代案スクランブリ
ング符号、または、１個乃至１５個の奇数代案スクランブリング符号になる。前記スクラ
ンブリング符号発生器４１１は、伝送モード制御信号４１５によって、正常伝送モードで
使用されるスクランブリング符号及び圧縮伝送モードで使用されるスクランブリング符号
を生成する。前記圧縮伝送モードで使用されるスクランブリング符号は、偶数代案スクラ
ンブリング符号及び奇数スクランブリング符号を含む。前記偶数または奇数代案スクラン
ブリング符号は、現在の下向チャネルのために使用されるＯＶＳＦ符号が偶数であるかま
たは奇数であるかによってそれぞれ選択される。前記スクランブリング符号発生器４１１
は、正常伝送モードスクランブリング符号を１回シフトすることによって偶数代案スクラ
ンブリング符号を生成し、正常伝送モードスクランブリング符号を２回シフトすることに
よって奇数代案スクランブリング符号を生成する。前記乗算器４１７は、前記スクランブ
リング符号発生器４１１から受信されたスクランブリング符号で前記下向チャネルデータ
をスクランブリングする。前記スクランブリングされた下向チャネルデータは、濾波器４
０３、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ  Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）モジュール４０５、及びアンテナ４０７
を通して端末機に伝送される。
【００４６】
図５は、本発明の実施形態によるスクランブリング符号発生器のブロック図である。ここ
では、前記基地局が１次スクランブリング符号のみを使用すると仮定する。
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【００４７】
図５のスクランブリング符号発生器は、ｍシーケンスを生成する２つのシフトレジスタを
有するゴールド符号発生器５０１と、生成されたゴールド符号（Ｇｏｌｄ  ｃｏｄｅ）か
らＩチャネル符号及びＱチャネル符号を有する複素数スクランブリング符号を生成するス
クランブリング符号発生部と、から構成される。前記ゴールド符号発生器５０１は、それ
ぞれ１次スクランブリング符号、２次スクランブリング符号、偶数代案スクランブリング
符号、及び奇数代案スクランブリング符号を生成する４種類のゴールド符号を発生する。
従って、前記スクランブリング符号発生器４１１は、各下向チャネルに対するスクランブ
リング符号発生部を備える。
【００４８】
前記スクランブリング符号発生部は、前記ゴールド符号発生器５０１から出力されるゴー
ルド符号を所定のチップによって遅延させる遅延器５１３乃至５１７を含む。遅延器の個
数は、基地局で生成できるスクランブリング符号の個数Ｎと同一である。
【００４９】
図６は、本発明の実施形態によって、相違するゴールド符号を生成するゴールド符号発生
器のブロック図である。前記ゴールド符号発生器は、図３のスクランブリング符号の配置
図を参照し、１つの端末機のみに使用されるゴールド符号を生成すると仮定する。
【００５０】
図６において、シフトレジスタ６０１及び６０３は、相違するｍシーケンスを生成する。
ゴールド符号は、前記ｍシーケンスを排他的論理和演算（加算）することによって生成さ
れる。排他的論理和演算器（ＸＯＲ  ｇａｔｅ）６１１は、前記シフトレジスタ６０１の
レジスタ＃０及びレジスタ＃７に貯蔵されたビットに対して排他的論理和演算を遂行し、
その結果をシフトレジスタ６０１のレジスタ＃１７に提供する。排他的論理和演算器６１
３は、前記シフトレジスタ６０３のレジスタ＃０、レジスタ＃５、レジスタ＃７、及びレ
ジスタ＃１０に貯蔵されたビットに対して排他的論理和演算を遂行し、その結果をシフト
レジスタ６０３のレジスタ＃１７に提供する。
【００５１】
排他的論理和演算器６１３、６１４、及び６１５は、それぞれ正常モードスクランブリン
グ符号（１次スクランブリング符号または２次スクランブリング符号）、偶数代案スクラ
ンブリング符号、及び奇数代案スクランブリング符号の生成に使用されるゴールド符号を
生成する。前記偶数及び奇数代案スクランブリング符号は、前記１次スクランブリング符
号と対になる。スイッチ６２１は、前記制御器４２０から受信された前記スクランブリン
グ符号インデックス４１３及び伝送モード制御信号４１５によって、前記排他的論理和演
算器６１３、６１４、及び６１５から受信されたスクランブリング符号のいずれか１つを
選択する。前記伝送モード制御信号４１５が圧縮伝送モードを示し、偶数のＯＶＳＦ符号
が使用される場合は、偶数代案スクランブリング符号が選択される。
【００５２】
例えば、正常伝送モードで１次スクランブリング符号が使用され、特定端末機に偶数のＯ
ＶＳＦ符号が割り当てられる場合、前記排他的論理和演算器６１３は、前記１次スクラン
ブリング符号（スクランブリング符号＃０）の生成に使用されるゴールド符号を生成する
。前記の場合、前記伝送モードが圧縮モードに変更されると、前記排他的論理和演算器６
１４は、前記１次スクランブリング符号に対応される偶数代案スクランブリング符号の生
成に使用されるゴールド符号を生成する。奇数のＯＶＳＦグ符号が割り当てられる場合、
前記排他的論理和演算器６１５は、図３のスクランブリング符号配置図によって前記１次
スクランブリング符号に対応される奇数代案スクランブリング符号の生成に使用されるゴ
ールド符号を生成する。前記スイッチ６２１は、端末機への下向チャネルの伝送モード及
び端末機に割り当てられたＯＶＳＦ符号の番号によって、前記排他的論理和演算器６１３
、６１４、及び６１５から受信されたゴールド符号のいずれか１つを選択する。
【００５３】
図６のゴールド符号発生器は、１つの端末機に伝送される下向チャネルのために１つの１

10

20

30

40

50

(11) JP 3553548 B2 2004.8.11



次スクランブリング符号のみが使用され、前記下向チャネルは、正常／圧縮モードで交互
に伝送され、図３のスクランブリング符号配置図を参照すると仮定する。
【００５４】
図６のゴールド符号発生器は、ｍシーケンスを生成する方法であるフィボナッチ（Ｆｉｂ
ｏｎａｃｃｉ）方法に基づいて動作する。前記シフトレジスタ６０１は、長さが１８であ
り、ｍシーケンスｍ１ （ｔ）の生成多項式ｆ（ｘ）＝ｘ１ ８ ＋ｘ７ ＋１を実行する。前記
多項式は、生成符号の連続されるシンボルに対して＜数１＞のようなフィードバック性質
を有する。
【数１】
　
　
　
【００５５】
前記シフトレジスタ６０１の初期値は任意に選択することができる。３ＧＰＰ標準案を基
にしたスクランブリング符号は、前記初期値から生成されるスクランブリング符号をシフ
トすることによって生成される。つまり、３ＧＰＰ標準案によって動作する基地局がスク
ランブリング符号＃１２５を使用する場合、前記スクランブリング符号＃１２５は、前記
初期値を使用して生成されたスクランブリング符号を１２５回シフトすることによって生
成される。従って、前記スクランブリング符号＃１２５を完成するためのシフトレジスタ
６０１の初期値は、スクランブリング符号＃０の生成に使用された初期値を１２５回シフ
トした結果である。本発明の実施形態において、＜１，  ０，  ０，  ０，  ０，  ０，  ０，
 ０，  ０，  ０，  ０，  ０，  ０，  ０，  ０，  ０，  ０，  ０＞は、前記シフトレジスタ６
０１の初期値である。図３のスクランブリング符号３１１は、前記初期値から生成される
と仮定する。
【００５６】
前記シフトレジスタ６０３は、前記シフトレジスタ６０１と長さが同一であり、ｍシーケ
ンスｍ２ （ｔ）の生成多項式ｆ（ｘ）＝ｘ１ ８ ＋ｘ１ ０ ＋ｘ７ ＋ｘ５ ＋１を実行する。前
記多項式は、生成符号の連続されるシンボルに対して＜数２＞のようなフィードバック性
質を有する。
【数２】
　
　
　
【００５７】
前記ｍシーケンスｍ２ （ｔ）の初期値は、全ての基地局において共通に使用される。本発
明の実施形態において、＜１，  １，  １，  １，  １，  １，  １，  １，  １，  １，  １，  
１，  １，  １，  １，  １，  １，  １＞は、前記シフトレジスタ６０３の初期値である。
【００５８】
排他的論理和演算器６１１は、前記レジスタ＃０のビット及び前記レジスタ＃７のビット
に対して排他的論理和演算を遂行し、その結果をレジスタ＃１７に入力する。このフィー
ドバックは、＜数１＞を満足させる。排他的論理和演算器６１２は、レジスタ＃０、レジ
スタ＃５、及びレジスタ＃７のビットに対して排他的論理和演算を遂行し、その結果をレ
ジスタ＃１７に入力する。前記フィードバックは、前記＜数２＞を満足させる。
【００５９】
排他的論理和演算器６１３は、シフトレジスタ６０１のレジスタ＃０の出力とシフトレジ
スタ６０３のレジスタ＃０の出力とを排他的論理和演算することによってゴールドシーケ
ンス（Ｇｏｌｄ  ｓｅｑｕｅｎｃｅ）を生成する。排他的論理和演算器６１４は、シフト
レジスタ６０１のレジスタ＃１の出力とシフトレジスタ６０３のレジスタ＃１の出力とを
排他的論理和演算することによってゴールドシーケンスを生成する。排他的論理和演算器
６１５は、シフトレジスタ６０１のレジスタ＃２の出力とシフトレジスタ６０３のレジス

10

20

30

40

50

(12) JP 3553548 B2 2004.8.11



タ＃２の出力とを排他的論理和演算することによってゴールドシーケンスを生成する。前
記排他的論理和演算器６１４から生成されたゴールドシーケンスは、前記排他的論理和演
算器６１３から生成されたゴールドシーケンスを１回シフトしたシーケンスと同一である
。前記排他的論理和演算器６１５から生成されたゴールドシーケンスは、前記排他的論理
和演算器６１３から生成されたゴールドシーケンスを２回シフトしたシーケンスと同一で
ある。
【００６０】
前記スイッチ６２１は、下向チャネルの伝送モード及び前記チャネルで使用されるＯＶＳ
Ｆ符号番号によって、前記排他的論理和演算器６１３、６１４、及び６１５から受信され
たゴールドシーケンスのいずれか１つを選択する。
【００６１】
図７は、本発明の実施形態による端末機の受信装置を示すブロック図である。図７を参照
すると、下向チャネルはアンテナ７０１を通して端末機に受信される。デスクランブラ７
３７は、前記受信された下向チャネル信号をスクランブリング符号発生器７３１から受信
されたスクランブリング符号でデスクランブリングする。前記スクランブリング符号発生
器７３１は、制御器７５０から受信されるスクランブリング符号インデックス７３３及び
伝送モード信号７３５を基にして、適したスクランブリング符号を生成する。前記スクラ
ンブリング符号発生器７３１は、基地局から共通チャネル信号を受信するために、１次ス
クランブリング符号を連続して生成する。前記基地局が下向専用チャネルのために２次ス
クランブリング符号を使用する場合、前記スクランブリング符号発生器７３１は、１次ス
クランブリング符号及び２次スクランブリング符号を同時に生成する。前記端末機が圧縮
伝送モードで伝送し、前記基地局が正常伝送モード及び圧縮伝送モードにおいて下向チャ
ネルを交互に伝送する場合、前記スクランブリング符号発生器７３１は、必要のスクラン
ブリング符号を交互に生成する。前記スクランブリング符号発生器を図６のような構造で
構成し、図３のスクランブリング配置図を使用することによって、前記必要のスクランブ
リング符号を同時に生成することができる。前記スクランブリング符号インデックス７３
３は、図４のスクランブリング符号インデックス４１３と同一であり、初期値の設定のた
めに使用される。前記伝送モード信号７３５は、下向チャネルの受信のために必要なスク
ランブリング符号のタイプ及び個数に関する情報と、入力フレームの逆拡散のために必要
なＯＶＳＦ符号に関する情報と、を提供する。
【００６２】
逆拡散器７０３は、伝送モード信号７３５によって使用中のＯＶＳＦ符号を変化させて、
前記デスクランブリングされた信号を逆拡散する。前記伝送モード信号７３５が圧縮伝送
モードを示すと、前記逆拡散器７０３は、正常伝送モードで使用されるＯＶＳＦ符号より
ＳＦを半分にしたＯＶＳＦ符号で、前記受信された下向伝送データを逆拡散する。前記Ｏ
ＶＳＦ符号は、ＯＶＳＦ符号生成ツリーにおいて、正常伝送モードで使用されるＯＶＳＦ
符号の根（ｒｏｏｔ）に該当する。前記逆拡散された信号は、チャネル推定器７０５、多
重化器７０７、デインターリーバ７０９、及び復号器７１１を通して、ユーザデータに復
元される。
【００６３】
図８は、本発明の実施形態による基地局の動作を示すフローチャートである。
【００６４】
図８を参照すると、前記基地局の制御器４２０は、８０１段階で、上位レイヤーから圧縮
モード伝送命令を受信する。前記上位レイヤーの信号は、前記端末機が周波数間のハード
ハンドオフを実行する時点で伝送される。８０２段階で、前記制御器４２０は、現在使用
中のＯＶＳＦ符号よりＳＦを半分にしたＯＶＳＦ符号が使用できるか否かを判断する。前
記判断は、前記ＳＦを半分にしたＯＶＳＦ符号を求め、前記使用中のＯＶＳＦ符号と同一
のＳＦのＯＶＳＦ符号を使用する他の端末機が存在する否かを検査することによってでき
る。
【００６５】
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前記ＳＦを半分にしたＯＶＳＦ符号が使用できる場合、前記制御器４２０は、８０３段階
で、ＳＦを半分にしたＯＶＳＦ符号を生成する。一方、前記ＳＦを半分にしたＯＶＳＦ符
号が使用できない場合、前記制御器４２０は８１１段階に進行する。８１１乃至８１４段
階は、現在使用中のスクランブリング符号を変化させて、ＳＦを半分にしたＯＶＳＦ符号
が使用できるようにするための段階である。８１１段階で、前記制御器４２０は、端末機
が正常伝送モードで現在使用しているＯＶＳＦ符号が偶数であるか奇数であるかを判断す
る。前記ＯＶＳＦ符号が偶数である場合、前記制御器４２０は、８１２段階で、偶数代案
スクランブリング符号集合を指定し、前記正常伝送モードで使用されるスクランブリング
符号に対応される偶数代案スクランブリング符号を生成する。一方、前記ＯＶＳＦ符号が
奇数である場合、前記制御器４２０は、８１３段階で、奇数代案スクランブリング符号集
合を指定し、前記正常伝送モードで使用されるスクランブリング符号に対応される奇数代
案スクランブリング符号を生成する。前記制御器４２０は、８１４段階で、前記正常伝送
モードで使用されるＯＶＳＦ符号を、前記新しく生成されたＯＶＳＦ符号（ＳＦを半分に
したＯＶＳＦ符号）に取り替える。前記偶数代案スクランブリング符号及び奇数代案スク
ランブリング符号は、それぞれ図３のスクランブリング符号配置図を参照して、現在正常
伝送モードで使用されるスクランブリング符号を１回または２回シフトすることによって
生成される。
【００６６】
８０４段階で、前記制御器４２０は、８０３段階または８１４段階で生成された新しいＯ
ＶＳＦ符号を使用して、圧縮伝送モードで伝送されるフレームを拡散するように前記拡散
器４０１を制御する。前記制御器４２０は、８０５段階で、前記現在使用中のスクランブ
リング符号または新しく生成された偶数または奇数スクランブリング符号を使用して、前
記拡散された信号をスクランブリングするように乗算器４１７を制御する。前記現在使用
中のスクランブリング符号及び前記偶数または奇数スクランブリング符号に対する選択は
、８０２段階で遂行される。偶数代案スクランブリング符号または奇数代案スクランブリ
ング符号が選択されるのか否かについては、８１１段階で決定される。８０６段階で、前
記スクランブリングされたフレームは端末機に伝送され、８０７段階で、正常伝送モード
が再開される。
【００６７】
図９は、本発明の実施形態による端末機の動作を示すフローチャートである。
【００６８】
図９を参照すると、前記端末機の制御器７５０は、９０１段階で、周波数間のハンドオフ
のための圧縮モードフレーム受信メッセージが上位レイヤーから受信されるか否かを検査
し、９０２段階で、どのスクランブリング符号が使用されるべきかを示すメッセージ（以
下、スクランブリング符号割り当てメッセージと称する）が基地局から受信されるか否か
を検査する。  前記スクランブリング符号割り当てメッセージが受信されると、前記制御
器７５０は、前記メッセージが、前記現在使用中の正常伝送モードスクランブリング符号
がずっと使用されるということを示すと判断する。前記現在使用中のスクランブリング符
号が使用される場合、前記制御器７５０は、９０３段階で、前記現在の下向伝送チャネル
を逆拡散するために使用されるＯＶＳＦ符号を、圧縮伝送モードフレームを逆拡散するた
めに使用されるＯＶＳＦ符号に取り替える。
【００６９】
一方、前記スクランブリング符号割り当てメッセージが、圧縮伝送モードでの相違するス
クランブリング符号が使用されることを示すメッセージである場合、前記制御器７５０は
、９１１段階で、前記使用中のＯＶＳＦ符号の番号が偶数であるかまたは奇数であるかを
検査する。前記制御器７５０は、前記ＯＶＳＦ符号が偶数である場合は９１２段階に進行
し、奇数である場合は９１３段階に進行する。９１２段階で、前記制御器７５０は、偶数
代案スクランブリング符号集合を指定し、正常モードのスクランブリング符号に対応され
る偶数代案スクランブリング符号を生成する。９１３段階で、前記制御器７５０は、奇数
代案スクランブリング符号集合を指定し、前記正常モードのスクランブリング符号に対応
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される奇数代案スクランブリング符号を生成する。前記偶数代案スクランブリング符号及
び奇数代案スクランブリング符号は、図３のスクランブリング符号配置図を参照して、現
在正常伝送モードで使用されるスクランブリング符号をそれぞれ１回及び２回シフトして
生成される
【００７０】
９１４段階で、前記制御器７５０は、前記現在の下向伝送チャネルを逆拡散するために使
用されるＯＶＳＦ符号を、圧縮伝送モードフレーを逆拡散するために使用されるＯＶＳＦ
符号に取り替える。前記段階は、９０３段階と同一である。
【００７１】
９０４段階で、前記端末機は、圧縮モードフレームを受信し、９０５段階で、前記デスク
ランブラ７３７は、前記基地局で使用されるスクランブリング符号と同一のスクランブリ
ング符号によって、前記フレームをデスクランブリングする。前記スクランブリング符号
は、正常伝送モードスクランブリング符号または圧縮伝送モードスクランブリング符号で
ある。前記基地局は、正常伝送モードスクランブリング符号または圧縮伝送モードスクラ
ンブリング符号が使用されるか否かを決定し、前記結果を前記端末機に知らせる。前記端
末機は、９０６段階で、９０３段階または９１４段階で生成された新しいＯＶＳＦ符号を
使用して、前記デスクランブリングされたフレームを逆拡散器７０３によって逆拡散し、
チャネル推定器７０５、多重化器７０７、デインターリーバ７０９、及び復号器７１１を
通して、前記逆拡散されたフレームに対するチャネル推定、多重化、デインターリビング
、及び復号化を遂行することによってユーザデータを復元し、９０７段階で、正常受信モ
ードに戻る。
【００７２】
図２の従来技術のスクランブリング符号配置図を使用する場合、正常伝送モードで通信し
ている基地局及び端末機は、圧縮伝送モードで通信を開始するために、現在正常伝送モー
ドで使用しているスクランブリング符号を８１９２回シフトした偶数代案スクランブリン
グ符号または１６３８４回シフトした奇数代案スクランブリング符号を生成すべきである
。前記偶数代案スクランブリング符号を生成するためには、正常モードスクランブリング
符号を生成するスクランブリング符号発生器に、正常モードスクランブリング符号の初期
値を８１９２回シフトした別途の初期値が受信されるか、または、偶数代案スクランブリ
ング符号発生器を別途に備えなければならない。前記奇数代案スクランブリング符号を生
成するためには、前記正常モードスクランブリング符号を生成するスクランブリング符号
発生器に、前記正常モードスクランブリング符号の初期値を１６３８４回シフトした別途
の初期値が受信されるか、または、奇数代案スクランブリング符号発生器を別途に備えな
ければならない。
【００７３】
一方、図３のスクランブリング符号配置図を図６のスクランブリング符号発生器に適用す
る場合、前記スクランブリング符号発生器は、いったん初期値を設定すると、それ以上の
操作をせず、６個の正常モードスクランブリング符号及び１２個の圧縮モードスクランブ
リング符号を生成することができる。３ＧＰＰ標準案を基にする基地局に割り当てられる
スクランブリング符号の総数は４８個であるが、基地局で使用するスクランブリング符号
が増加するにつれて、スクランブリング符号間の干渉が増加するので、実際基地局で使用
できるスクランブリング符号の個数は制限される。実際前記基地局で使用できるスクラン
ブリング符号の個数は、図６のスクランブリング符号発生器から同時に生成できるスクラ
ンブリング符号の個数と同一の１８個に推定される。従って、実際基地局で使用される全
てのスクランブリング符号は、図６のスクランブリング符号発生器及び図３のスクランブ
リング符号配置図を使用することによって、所定の初期値から同時に生成されることがで
きる。従来は、圧縮モードスクランブリング符号を生成するために、初期値を再入力する
か、または、別途のスクランブリング符号発生器を必要としたが、本発明では、前記初期
値を変更せずに、全てのスクランブリング符号を生成することができる。従って、ハード
ウェア的な複雑性を低減することができる。
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【００７４】
【発明の効果】
前述してきたように、本発明によると、スクランブリング符号は、１次スクランブリング
符号、前記１次スクランブリング符号に対応される偶数代案スクランブリング符号、及び
前記１次スクランブリング符号に対応される奇数代案スクランブリング符号の順に、順次
的なインデックスで番号が付けられる。従って、いったん初期値が設定されると、正常伝
送モード及び圧縮伝送モードのために必要なスクランブリング符号を同時に生成すること
ができる。
【００７５】
また、正常モードスクランブリング符号及び圧縮モードスクランブリング符号を交互に使
用する時、初期値を変更して圧縮モードスクランブリング符号の生成するとしたら、この
時に要求される別途のスクランブリング符号発生器を備える必要がないので、ハードウェ
ア的な複雑性を低減することができる。
【００７６】
一方、前記本発明の詳細な説明では具体的な実施形態に挙げて説明してきたが、本発明の
範囲内で様々な変形が可能であるということは勿論である。従って、本発明の範囲は前記
実施形態によって限られるべきではなく、特許請求の範囲とそれに均等なものによって定
められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来移動通信システムにおいて直交可変拡散率符号が生成される符号ツリーを示
す図である。
【図２】従来移動通信システムにおけるスクランブリング符号の配置図である。
【図３】本発明の実施形態による移動通信システムにおけるスクランブリング符号の配置
図である。
【図４】本発明の実施形態による移動通信システムにおけるスクランブリング符号発生器
を使用する送信装置を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施形態によるスクランブリング符号発生器を示すブロック図である。
【図６】ゴールド符号発生器の構造を示す図である。
【図７】本発明の実施形態による移動通信システムにおけるスクランブリング符号発生器
を使用する受信装置を示すブロック図である。
【図８】図４の送信装置の動作を示すフローチャートである。
【図９】図７の受信装置の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
４０１　拡散器
４０３　濾波器
４０５　ＲＦモジュール
４０７、７０１　アンテナ
４１１、７３１　スクランブリング符号発生器
４１３、７３３　スクランブリング符号インデックス
４１５　伝送モード制御信号
４１７　乗算器
４２０　制御器
５０１　ゴールド符号発生器
５１３、５１５、５１７　遅延器
６０１、６０３　シフトレジスタ
６１１、６１２、６１３、６１４、６１５　排他的論理和演算器
６２１　スイッチ
７０３　逆拡散器
７０５　チャネル推定器
７０７　多重化器
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７０９　デインターリーバ
７１１　復号化器
７３５　伝送モード信号
７３７　デスクランブラ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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